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★三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所
★三八畜産衛生協議会

平成２９年２月４日、佐賀県で国内１０件目となる高病原性鳥イン

フルエンザの疑似患畜が確認されました。

一方、今シーズン韓国では本病が３４０件発生し、３,２８１万羽が

殺処分されています。さらに、国内の野鳥で本病ウイルスが２０９

件確認されており、韓国・ロシア等から野鳥を介して国内に侵入し

ていると考えられます。

農場での本病発生予防のため、防鳥ネットや家きん舎の壁面、

屋根との隙間を点検・修繕して、野鳥・ねずみ等の野生動物の侵

入防止を気を抜くことなく引き続き徹底してください。

国内で１０件目の高病原性
鳥インフルエンザが発生！

三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
ＴＥＬ：０１７８－２７－７４１５ ＦＡＸ：０１７８－２７－７４１８
土日祝祭日の場合は、 家保携帯 ０９０－７０６９－７７１４

毎日飼養家きんの健康観察を行い、次のような異状が見られ

たら直ちに家畜保健衛生所に連絡してください！

・突然死亡する、死亡率が急激に上がる

・産卵率が低下する

・せき、くしゃみ、神経症状（動きがおかしい）

・家きんがまとまって死亡、またはうずくまっている

・肉冠の出血、壊死

・顔面の浮腫、脚部皮下の出血

肉冠の出血・壊死 顔面の浮腫性腫脹 脚部皮下の出血
（出典：農研機構ＨＰ）




